
主要課題

基本目標１

基本目標2 基本目標3
男女共同参画意識の浸透

男女の人権の尊重と暴力の根絶

　職場や家庭など、あらゆる分野において男女が平等と感じ
る社会を形成し、ワーク・ライフ・バランスを確立していくため
には、市だけでなく、市民及び事業者の努力も不可欠です。
　男女共同参画社会の実現が男性にとっても生きやすい社
会につながることから、男性自身の男性に関する固定的な役
割分担意識を見直すための啓発や、男性が子育て・介護、地
域活動等に参画できる環境整備を進めることが課題となっ
ています。

　男女共同参画社会を実現するためには、女性も男性も、すべての人々が、様々な状況にある一人
ひとりを大切にし、その人権を尊重することが不可欠です。

　「尼崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画」に基づき、啓発、被害
者の発見から保護、自立までの切れ目のない支援に関係各課・関係機関が
連携して総合的に取り組みます。ＤＶの未然防止のためには、市民に広く
啓発するとともに、特に若年層に対する啓発に取り組みます。

女性センター機能の充実
　地域や事業所等、多様な主体と連
携・協力しながら、男女共同参画意識
の浸透のために、意識啓発方法をさら
に工夫をしていくことが課題となって
います。

ＤＶ（配偶者等からの暴力）
対策の充実

基本目標4

基本目標5

方針１ 女性に対するあらゆる暴力の根絶と自立支援

　メディアにおいて、性の商品化や暴力表現といった
女性の人権侵害、男女の役割を固定化するような
表現などがみられます。そのため、そのような情報を
個人が主体的に読み解くとともに、メディアを使って
自分の考えを表現していく能力（メディアリテラシー）
を身につける啓発を進めます。

方針2 メディアにおける女性の人権尊重

主な事業
・配偶者等からの暴力等の女性に対するあらゆる
　暴力の問題についての啓発
・デートＤＶ防止に向けた啓発

社会の制度・慣行等の見直し
　我が国社会にとっての最重要課題である男女共同参画社会の実現のためには、市民一人ひとり
が男女共同参画社会の意義を認識し、行動していくことが最も重要です。

　子どもの意識形成に対して学校教育が与える影響は大きいため、今後も男女共同参画の視点に沿った教育を
推進します。進路指導においても、子どもたちが社会的性別（ジェンダー）にとらわれない選択ができるよう、個性
や能力を尊重した指導を推進します。

　市民一人ひとりが固定的な役割分担意識にとらわれず、
あらゆる場面において男女共同参画の視点を持つことが
必要です。そのため、女性センターを中心として、男女共同
参画に関する広報や啓発を広く進めるとともに、地域や事
業所等、多様な主体と連携・協力しながらの意識啓発にも
取り組みます。
　また、男性が男女共同参画意識を持つことができるよう、
啓発機会の充実に努めます。

「男は仕事、女は家事・育児」という考え
方に対して、ほぼ半数の市民が同意し
ています。性別にみると、男性の方が女
性よりも同意している割合が高くなって
おり、さらに、男性の回答は４年前の調
査と傾向に変化が見られません。

方針１ 学校等における男女共同参画の推進

方針2 社会における男女共同参画の推進

「男は仕事、女は家事・育児」への同意

主な事業 ・教職員研修の充実　　　
・男女共生教育の推進
・女子生徒の理工系分野への
　進学支援を含む進路指導の充実

女性の生涯にわたる
健康の確保

　女性は、妊娠や出産など、ライフサイクルを通じて男性と異なる健
康上の問題に直面します。
　そのため、女性の生涯にわたる健康の保持増進に取り組みます。

　性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の視点に立った
啓発を推進します。望まない妊娠や低年齢層の性感染症等の問題について
は、男女ともに正確な知識を持ち、人権としての性を尊重する意識を持つこ
とができるよう、学校等における性教育を推進します。

方針１ 女性の健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）
に関する意識の浸透

主な事業 ・性教育の推進

ワーク・ライフ・バランスの確立
　男女が共に仕事と家庭・地域での活動の調和のとれた生活を
送るためには、男女が家庭や地域における役割を平等に果たし、
また、男女が共に働きやすい環境をつくることが必要です。

主な事業
・男女共同参画情報誌の発行、ホームページの充実
・男女共同参画セミナーの実施
・男性セミナーの実施

主な
事業

・表現ガイドラインの活用推進
・メディアリテラシーの普及

　外国籍の市民に対しても、生活上必要な情報や
男女共同参画関連情報が提供できるように努めます。
また、性同一性障害などの性的マイノリティの人々に
ついての理解が広がるよう、講座の実施などに取り
組みます。

方針3 国籍や性にとらわれない人権の尊重

主な
事業

・外国籍市民に対する情報提供のための支援
・性的マイノリティの理解のための啓発

政策や方針の企画・決定における女性の参画拡大
　男性と女性それぞれに与える影響を考慮した政策や方針を推進し、男女共同参画社会を実現するためには、男女が対等な構成
員として政策や方針の決定の場に参画することが重要です。

　審議会などへの女性の登用について、今後も新
たな目標達成に向けて取り組みます。さらに、市の
女性職員の企画立案管理部門への配置や管理職
への登用を推進します。

方針1 政策形成への女性の参画の促進

主な
事業

・審議会委員への女性の登用の推進
・女性職員の管理職への登用の推進

　地域活動・まちづくりの方針の企
画・決定において女性が参画してい
くためには、女性自らのエンパワー
メントを支援することが必要です。
　災害時には、増大した家庭的責
任が女性に集中すること、女性、子
育て家庭のニーズが避難所運営等
に反映されがたいことなどが指摘さ
れてきています。防災・防災の取組
みを進めるにあたっては、日頃から
女性自らが地域団体やまちづくりに
参画していくことが重要です。

方針2 社会における女性のエンパワーメントの促進

　家庭での役割を男女が共に担う意識づくりや、家事・子育て・介護に関する
具体的な知識や技術を身につけられるような啓発を推進します。
　また、安心して子どもを産み育てることのできる、あるいは家族の介護を
続けられる環境の整備に向けて、子育て及び介護の支援を充実します。

方針1 家庭と仕事の調和の推進と支援

主な
事業

・家事・子育て・介護に関する男性対象講座の実施
・多様な保育サービスの充実
・介護保険施設の整備

　雇用の場における事実上の格差を解消するためのポジティブ・アクション
（積極的改善措置）、労働時間の短縮やフレックスタイム制などの多様な働き方
についても事業所に対する啓発を進め、先進的な事業者に対する表彰を行いま
す。また、積極的な取組みを行っている事業者へのインセンティブについて新たに
取り組みます。

方針2 男女共同参画に取り組む事業者の支援

主な
事業

・事業者表彰制度の充実
・国・県のパンフレットの活用等、機会をとらえての啓発

　いったん退職した女性が幅広い職種・業務に進出するために必要な知識や
能力を主体的に身につけていくための機会を提供するとともに、職業紹介に
も取り組みます。また、女性が継続して就労できるよう、相談への対応も推進
します。

方針3 女性の再就職・継続就労の支援

主な
事業

・各種資格取得講座の実施
・再就職支援セミナー
・無料職業紹介、労働関係情報の収集・提供

同感する どちらかといえば同感する どちらかといえば同感しない
同感しない 無回答

合計（N=1,123） 11.8

女（N=684） 8.9

男（N=416） 16.1 42.3 24.0 16.3

37.9 34.5 17.8

39.4 30.4 17.2 1.3

0.9

1.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

仕事、家庭生活、地域・個人の生活の優先度

「仕事」を優先したい
「家庭生活」を優先したい
「地域・個人の生活」を優先したい
「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい
「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先したい

「家庭生活」と「地域・個人の生活」
をともに優先したい

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」
をともに優先したい

わからない 無回答

合計（N=1,123）

女（N=684）

男（N=416）

5.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

20.6 2.8 30.8 2.0

2.8 24.0 2.2 27.0 1.6

9.1 15.6 3.6 37.7

4.8 12.3 15.9 5.6

3.4 14.8 17.7 6.6

7.0 8.7 12.7 3.8 1.7

合計（N=1,123）

女（N=684）

男（N=416）

26.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

27.0 2.8 21.9 2.5

17.5 34.2 2.5 22.5 1.9

41.8 15.9 3.1 20.9

2.4 7.1 3.5 6.5

2.5 8.5 3.9 6.4

2.2 5.02.6 6.5 1.9

「仕事」を優先している
「家庭生活」を優先している
「地域・個人の生活」を優先している
「仕事」と「家庭生活」をともに優先している
「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先している

「家庭生活」と「地域・個人の生活」
をともに優先している

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」
をともに優先している

わからない 無回答

現実現実希望希望 希望と、現実の状況とは大きく異なっており、ワーク・ライフ・バランスに課題がみられます。

主な
事業

・防災・災害復興における男女共同参画
・各種地域団体に対する協力依頼


